
一

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　
　
　
　
　
　
　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　
　
　
　
　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

番　

号

件　
　
　
　
　
　
　
　
　

名

発
行
日

県
報
番
号

○
規
　
　
　
　
　
　
　
則

三
八

大
分
県
職
員
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
改
正

一

号
外
（
四
三
）

三
九

賠
償
責
任
を
有
す
る
職
員
を
指
定
す
る
規
則
の
全
部
改
正

〃

号
外
（
四
四
）

四
〇

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正

〃

〃

四
一

医
療
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正

〃

〃

四
二

大
分
県
土
砂
等
の
た
い
積
行
為
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
改
正

〃

〃

四
三

肥
料
取
締
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正

〃

〃

四
四

植
物
防
疫
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正

〃

〃

四
五

漁
港
漁
場
整
備
法
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
に
関
す
る
規
則
の
一
部

改
正

〃

号
外
（
四
八
）

四
六

大
分
県
医
師
研
修
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正

二
八

号
外
（
五
二
）

四
七

大
分
県
立
工
科
短
期
大
学
校
授
業
料
等
徴
収
規
則
の
一
部
改
正

〃

号
外
（
五
三
）

四
八

大
分
県
立
農
業
大
学
校
授
業
料
等
徴
収
規
則
の
一
部
改
正

〃

〃

※
規
則
三
八
〜
四
五
は
、
県
報
発
行
時
は
六
四
〜
七
一
と
し
て
い

　

ま
し
た
が
、
五
月
一
五
日
付
け
大
分
県
報
第
一
〇
六
号
の
正
誤

　

で
訂
正
し
て
い
ま
す
。

○
教

育

委

規

則

九

宿
日
直
手
当
の
額
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改
正

一

号
外
（
四
七
）

一
〇

大
分
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正

〃

〃

一
一

宿
日
直
手
当
の
額
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改
正

八

号
外
（
五
〇
）

○
人

事

委

規

則

三

職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正

一

号
外
（
四
五
）

四

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改
正

〃

〃

五

大
分
県
に
公
平
委
員
会
の
事
務
を
委
託
し
て
い
る
地
方
公
共
団
体

の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改
正

〃

〃

六

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正

〃

〃

七

通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正

二
四

一
〇
〇

○
病

院

局

管

理

規

程

三

大
分
県
病
院
局
事
務
委
任
規
程
の
一
部
改
正

一

号
外
（
四
六
）

四

大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正

〃

〃

五

大
分
県
病
院
局
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
支
給
規
程
の
一

部
改
正

〃

〃

六

大
分
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
改
正

〃

〃

○
告
　
　
　
　
　
　
　
示

令
和
二
年

大
分
県
報
目
録
（
四
月
）

令

和

二

年

四　
　
　
　

月

大

分

県

報

目

録

（
第
九
四
号
か
ら
第
一
〇
一
号
ま
で
）



二二

二
〇
六

包
括
外
部
監
査
契
約
の
締
結

〃

号
外
（
四
八
）

二
〇
七

自
動
車
税
種
別
割
に
係
る
徴
収
金
の
収
納
事
務
の
委
託

〃

〃

二
〇
八

令
和
二
年
度
大
分
県
新
規
学
卒
者
実
態
統
計
調
査
の
実
施

〃

〃

二
〇
九

大
分
県
農
業
改
良
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
償
還
金
の
収
納
事
務
の

委
託

〃

〃

二
一
〇

大
分
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
償
還
金
の

収
納
事
務
の
委
託

〃

〃

二
一
一

大
分
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
償
還
金
の
収
納
事

務
の
委
託

〃

〃

二
一
二

大
分
県
が
管
理
す
る
港
湾
施
設
の
概
要
の
一
部
改
正

〃

〃

二
一
三

青
少
年
に
有
害
な
図
書
等
の
指
定

三

九
四

二
一
四

身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
医
師
の
指
定

〃

〃

二
一
五

応
急
入
院
指
定
病
院
の
指
定

〃

〃

二
一
六

大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出

〃

〃

二
一
七

〜

県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
適
当
の
決
定
及
び
縦
覧
（
四
件
）

〃

〃

二
二
〇

二
二
一

地
籍
調
査
の
成
果
の
認
証

〃

〃

二
二
二

解
除
予
定
保
安
林

〃

〃

二
二
三

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

〃

〃

二
二
四

地
方
卸
売
市
場
廃
止
の
許
可

〃

〃

二
二
五

卸
売
業
務
廃
止
の
届
出

〃

〃

二
二
六

地
方
卸
売
市
場
開
設
の
許
可

〃

〃

二
二
七

卸
売
業
務
許
可

〃

〃

二
二
八

議
決
さ
れ
た
予
算
の
要
領

〃

号
外
（
四
九
）

二
二
九

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定

七

九
五

二
三
〇

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
名
称
変
更

一
〇

九
六

二
三
一

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
所
在
地
変
更

〃

〃

二
三
二

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
休
止

〃

〃

二
三
三

救
急
病
院
等
の
認
定

〃

〃

二
三
四

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
の
指
定

〃

〃

二
三
五

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
の

廃
止

〃

〃

二
三
六

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定
の
辞
退

〃

〃

二
三
七

土
壌
汚
染
対
策
法
に
よ
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定
解
除

〃

〃

二
三
八

〜

土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
三
件
）

〃

〃

二
四
〇

二
四
一

〜

県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
適
当
の
決
定
及
び
縦
覧
（
五
件
）

〃

〃

二
四
五

二
四
六

保
安
林
の
指
定
の
解
除

〃

〃

二
四
七

　
　

〃

〃

〃

二
四
八

公
有
水
面
埋
立
て
の
免
許
の
出
願

〃

〃

二
四
九

道
路
区
域
の
変
更

〃

〃

二
五
〇

　
　

〃

〃

〃

二
五
一

道
路
の
供
用
開
始

〃

〃

二
五
二

大
分
県
林
業
研
修
所
の
利
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託

一
四

九
七

二
五
三

付
保
義
務
の
発
生

〃

〃

二
五
四

大
分
県
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
の
全
部

変
更

〃

〃

令
和
二
年

大
分
県
報
目
録
（
四
月
）



三三

二
五
五

道
路
区
域
の
変
更

〃

〃

二
五
六

道
路
の
供
用
開
始

〃

〃

二
五
七

河
川
法
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
船
舶
の
保
管
等

〃

〃

二
五
八

制
限
区
域
の
設
定

〃

〃

二
五
九

大
分
県
大
手
町
駐
車
場
の
利
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委

託

〃

〃

二
六
〇

大
分
県
大
手
町
駐
車
場
回
数
券
の
販
売
に
係
る
徴
収
事
務
の
委
託

〃

〃

二
六
一

道
路
区
域
の
変
更

一
七

九
八

二
六
二

土
壌
汚
染
対
策
法
に
よ
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
指
定

二
一

九
九

二
六
三

道
路
区
域
の
変
更

〃

〃

二
六
四

道
路
の
供
用
開
始

〃

〃

二
六
五

　
　

〃

〃

〃

二
六
六

河
川
区
域
内
の
土
地
に
捨
て
、
又
は
放
置
し
て
は
な
ら
な
い
も
の

の
指
定

〃

〃

二
六
七

港
湾
法
に
よ
る
放
置
等
禁
止
区
域
及
び
放
置
等
禁
止
物
件
の
指
定

〃

〃

二
六
八

大
分
県
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
の
係
留
保
管
の
適
正
化
に
関
す
る

条
例
に
よ
る
適
正
化
推
進
区
域
の
指
定

〃

〃

二
六
九

大
分
県
税
条
例
の
規
定
に
よ
る
県
税
の
申
告
等
の
期
限
の
延
長

二
三

号
外
（
五
一
）

二
七
〇

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
許
可

申
請

二
四

一
〇
〇

二
七
一

大
分
県
青
少
年
の
森
及
び
大
分
県
平
成
森
林
公
園
の
利
用
に
係
る

使
用
料
の
徴
収
事
務
の
委
託

〃

〃

二
七
二

建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
の
指
定

〃

〃

二
七
三

県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
適
当
の
決
定
及
び
縦
覧

二
八

一
〇
一

二
七
四

　
　

〃

〃

〃

二
七
五

保
安
林
の
指
定

〃

〃

二
七
六

〜

指
定
予
定
保
安
林
（
五
件
）

〃

〃

二
八
〇

二
八
一

大
分
県
林
地
開
発
許
可
審
査
要
領
の
一
部
改
正

〃

〃

二
八
二

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可

〃

〃

二
八
三

道
路
区
域
の
変
更

〃

〃

二
八
四

道
路
の
供
用
開
始

〃

〃

○
教

育

委

告

示

八

県
指
定
有
形
文
化
財
の
指
定
の
解
除

三

九
四

九

県
指
定
史
跡
の
指
定
の
解
除

〃

〃

○
労

働

委

告

示

三

大
分
県
労
働
委
員
会
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
に
関
す
る
告
示
の
一
部

改
正

二
四

一
〇
〇

○
訓

　

　

令

　

　

甲

一
八

大
分
県
広
聴
事
案
取
扱
規
程
の
一
部
改
正

〃

〃

一
九

大
分
県
広
報
委
員
会
設
置
規
程
の
一
部
改
正

〃

〃

○
教

育

委

訓

令

六

大
分
県
教
育
庁
等
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
改
正

一

号
外
（
四
七
）

七

大
分
県
教
育
委
員
会
文
書
管
理
規
程
の
一
部
改
正

〃

〃

令
和
二
年

大
分
県
報
目
録
（
四
月
）



四

八

教
育
庁
等
に
お
け
る
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の

廃
止

〃

〃

九

大
分
県
立
学
校
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
改
正

〃

〃

一
〇

大
分
県
広
報
委
員
会
設
置
規
程
の
一
部
改
正

二
四

一
〇
〇

○
人

事

委

訓

令

四

大
分
県
広
報
委
員
会
設
置
規
程
の
一
部
改
正

〃

〃

○
警

察

本

部

訓

令

三
一

大
分
県
広
報
委
員
会
設
置
規
程
の
一
部
改
正

〃

〃

※
警
察
本
部
訓
令
三
一
は
、
県
報
発
行
時
は
二
九
と
し
て
い
ま
し

　

た
が
、
六
月
一
六
日
付
け
大
分
県
報
第
一
一
五
号
の
正
誤
で
訂

　

正
し
て
い
ま
す
。

○
労

働

委

訓

令

四

大
分
県
広
報
委
員
会
設
置
規
程
の
一
部
改
正

〃

〃

○
企

業

局

訓

令

一
〇

大
分
県
広
報
委
員
会
設
置
規
程
の
一
部
改
正

〃

〃

○
病

院

局

訓

令

六

大
分
県
病
院
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
改
正

一

号
外
（
四
六
）

七

大
分
県
病
院
局
臨
時
的
任
用
職
員
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部

改
正

〃

〃

八

大
分
県
病
院
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
改
正

〃

〃

九

大
分
県
広
報
委
員
会
設
置
規
程
の
一
部
改
正

二
四

一
〇
〇

○
公
　
　
　
　
　
　
　
告

落
札
者
等
の
公
示

三

九
四

一
般
競
争
入
札
の
実
施

七

九
五

清
算
人
の
退
任

一
〇

九
六

宅
地
建
物
取
引
業
法
に
よ
る
事
務
所
不
確
知
の
公
告

〃

〃

令
和
二
年
度
大
分
県
調
理
師
試
験
の
実
施

一
四

九
七

競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
に
関
す
る
公
示

〃

〃

一
般
競
争
入
札
の
実
施

〃

〃

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
（
三
件
）

〃

〃

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
認
可

〃

〃

競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
に
関
す
る
公
示

一
七

九
八

一
般
競
争
入
札
の
実
施

〃

〃

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

〃

〃

令
和
二
年
度
大
分
県
職
員
採
用
上
級
試
験
及
び
医
療
免
許
資
格
職

試
験
Ⅰ
公
告

〃

〃

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

二
一

九
九

開
発
行
為
の
完
了

二
四

一
〇
〇

令
和
二
年

大
分
県
報
目
録
（
四
月
）


